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議 題 諮問第３号 八王子都市計画生産緑地地区の変更について 
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配付資料 
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〔午後２時開会〕 

◎会長【村尾公一君】  大変お待たせいたしました。定刻になりましたので、ただいまから会

議を開かせていただきます。本日は御多用の中、お運びいただき、誠にありがとうございます。 

 委員定数１８名のうち、半数以上の委員が出席されておりますので、これから第１７９回八

王子市都市計画審議会を開かせていただきます。 

 それでは、本日の審議にあたり、配布資料について事務局から説明を願います。 

◎【事務局】  今井です。１１月７日付の人事異動により、都市総務課長として八王子市都市

計画審議会の事務局を担当しております。よろしくお願いいたします。 

〔事務局配付資料説明〕 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

◎会長【村尾公一君】  それでは、次第に従いまして、進行いたします。 

 議事録の署名委員を指名いたします。署名委員は、議席番号順に指名してまいります。本日

の署名委員は、第１番原崎義之委員と第２番安藤修三委員にお願いいたします。 

 なお、作成した議事録は、ホームページ、図書館等で公開しますので、御承知おきください。 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

◎会長【村尾公一君】  それでは、これより議事に入ります。 

 本日の審議会に諮問されております案件は、諮問第３号の１件でございます。 

 案件について朗読、説明を行った後、委員の皆様に御議論していただき、表決を行う順序で

審議を進めたいと思います。 

 それでは、諮問第３号を議題といたします。事務局から案件を朗読させます。 

〔事務局案件朗読〕 

◎会長【村尾公一君】  続きまして、市側から説明願います。守屋都市計画部長。 

◎都市計画部長【守屋清志君】  諮問第３号八王子都市計画生産緑地地区の変更について、御

説明いたします。 

 本案件は、八王子市決定でございます。生産緑地地区の都市計画変更は、年１回、追加及び

削除を行う案件をまとめ、毎年この時期の都市計画審議会に付議し、都市計画の手続を進めて

おります。 

 本案件の資料ですが、事前に送付させていただいたものが４点ございます。都市計画決定図

書をまとめた諮問第３号資料、参考資料１、参考資料２、参考資料３でございます。よろしい

でしょうか。それでは、参考資料を基に御説明いたします。 

 参考資料１を御覧ください。１ページの下段、変更概要を御覧ください。今回の変更により、

本市の生産緑地地区の全地区数は１,０２４地区、合計面積は約２１８.４８ヘクタールとなり

ます。 
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 続きまして、２ページの削除を行う地区を御覧ください。今回削除の対象となる地区は３３

地区、面積約３.７０ヘクタールでございます。削除理由の内訳につきましては、１８地区が

公共施設等の用地に転用されたもの、１６地区は農業等の主たる従事者の死亡または故障によ

り営農が困難になり行為制限が解除されたものでございます。 

 続きまして、同じページの追加を行う地区を御覧ください。今回、追加の対象となる地区は

６地区、面積は約２,３５０平方メートルでございます。 

 続きまして、３ページの追加指定の基準ですが、指定要件について定めた八王子市生産緑地

地区指定要綱第３条の指定要件を全て満たし、第４条の指定対象農地等のいずれかに該当する

ものを指定しております。 

 参考資料２は、追加指定を行う地区の航空写真をお示ししてございます。 

 また、参考資料３に、変更箇所位置図をお示ししてございます。 

 それでは、変更を行う地区について例を挙げて御説明いたします。諮問第３号の資料を御覧

ください。１５ページをお開きいただきたいのですがよろしいでしょうか。削除のうち、営農

困難を理由とするものの例でございます。図面９の地区番号３３５番でございますが、こちら

はみつい台二丁目地内に位置しており、黒色で塗られた地区の全部である面積約１,３３０平

方メートルを削除するものでございます。所有者の死亡に伴い買取り申出がございましたが、

地方公共団体等から買取りの希望がなく、農業従事者にあっせんをいたしましたが、買取申出

から３か月以内に所有権移転が行われなかったため、生産緑地法第１４条の規定により生産緑

地地区内における行為の制限が解除されたものでございます。 

 続きまして、２１ページを御覧ください。追加指定の例でございます。図面右下の凡例でお

示ししたとおりピンク色で塗られた区域は、今回追加のみを行う区域でございます。地区番号

１４７１番でございますが、こちらは小比企町地内に位置する面積約５００平方メートルの地

区です。八王子市生産緑地地区指定要綱第４条第２号に基づき、公害又は災害の防止の観点か

ら特に効果が期待できるものとして追加するものでございます。 

 なお、これらの案件につきましては、令和４年８月２９日より２週間、都市計画法第１７条

に基づく公告・縦覧を行いましたが、意見書の提出はございませんでした。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

◎会長【村尾公一君】  それでは、審議を始めます。なお、限られた時間の中でできるだけ多

くの委員の方々から御発言をいただきたいと思いますので、御協力願います。また、御発言の

際のお願いでございますが、録音している関係もありますので、発言のある方はまず挙手をし

ていただき、私がお名前をお呼びいたしましたら、御起立の上、マイクに向かって御発言をお

願いいたしたいと思います。では、委員の御発言を求めます。中川原委員。 

◎第３番【中川原勝弘君】  参考資料１の２ページに記載がありますように、今回、営農困難

という理由で生産緑地地区の削除を行う地区は、１６地区、約１.７８ヘクタールとなり、非
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常に残念ですが、それとは別に追加を行う地区が６地区、約２,３５０平方メートルあり、う

れしく思っております。 

 その中で、地区番号１４６９番から１４７１番の新規の３地区について、先ほども説明があ

ったところですが、追加理由として、生産緑地地区指定要綱第４条第２号公害又は災害の防止

の観点から特に効果が期待できるものとありますが、具体的に将来どのような活用を想定し、

どのような効果を期待しているものなのでしょうか。 

◎会長【村尾公一君】  田口都市計画課長。 

◎都市計画課長【田口貴之君】  今回追加いたしました御指摘の３つの地区ですけれども、追

加理由といたしまして、指定要綱第４条第２号に該当しているとしております。この第２号は、

公害又は災害の防止の観点から特に効果ができるものとしておりますけれども、具体的には、

公害につきましては、ヒートアイランド現象の緩和ですとか、雨水貯留浸透、そういったもの

に期待ができるというところです。災害の防止につきましては、延焼遮断帯としての機能や、

有事の際の避難所、あるいは活動拠点としての活用の期待ができるという点から、当要件に該

当すると判断しております。 

◎第３番【中川原勝弘君】  分かりました。 

◎会長【村尾公一君】  ほかに御発言ございますでしょうか。浜中委員。 

◎第９番【浜中賢司君】  削除の部分でお聞きいたしますけども、たまたま私がよく知ってい

る場所なので理由を教えていただきたい。諮問第３号資料の８ページ、地区番号２１番なので

すが、２０番と２１番は多分同じ地主さんかと思うのですけど、参考資料１の２ページ、削除

理由で、道路・通路、そして営農困難と両方に入っているのか。２１番は特に道路を広げるわ

けでもないし、営農困難が理由なのか確認です。 

◎会長【村尾公一君】  田口都市計画課長。 

◎都市計画課長【田口貴之君】  地区番号２１番、上川町の生産緑地でございますけれども、

こちらは公共用地の活用といたしましては、市道川口３８０号線、これは、現在整備が進めら

れております天合峰公園のほうへ通ずる道路でございますが、そちらのための買収と営農困難

が重なったというところでございます。 

◎第９番【浜中賢司君】  公共用地にはいろいろ使い道があるのでしょうけれども、ここは都

道に接している場所で道路にするということはないので、工事用なのかと思うのですけど、将

来どんなふうにお使いになるのか確認しておきたいです。 

◎都市計画課長【田口貴之君】  市道川口３８０号線以外の部分につきましては、今現在のと

ころ、将来の活用については、把握しておりませんが、市としては、活用はないと言えるかと

思います。 

◎会長【村尾公一君】  ほかに御発言ございますでしょうか。長堀委員。 

◎第１６番【長堀嘉一君】  参考資料１の２ページの削除を行う地区の中の、公共設置等、営
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農困難という分類をされた部分ですけれども、まず公共設置等で緑地に充てられています諮問

第３号資料１７ページを御覧ください。 

 宇津木の森ですけれども、ここは里山ですとかで御指定されてボランティアの方が活動され

ているところで、私も何度か歩かせていただいております。今回、生産緑地として見るとかな

り大きい面積だったのですけども、実は歩いてみるとほとんど区別がなくて雑木林だったとい

う印象です。これは生産緑地としての定義に適合していたのかどうかというのが疑問なもので

すから、御説明いただければと思います。 

◎会長【村尾公一君】  田口都市計画課長。 

◎都市計画課長【田口貴之君】  御指摘のとおり、東京都が管理する緑地保全地域となってお

りますけれども、こちらには栗林、梅林がございまして、これらを経営管理されていたという

状況でございます。 

◎第１６番【長堀嘉一君】  そうすると栗ですとかが、一応耕作作物に当たるとされたと理解

してよろしいでしょうか。 

◎都市計画課長【田口貴之君】  おっしゃるとおりでございます。 

◎第１６番【長堀嘉一君】  また、ほかにも地区番号４３３番ですとか、４３５番の一部が残

っておりますけども、こちらも歩いた印象ではほとんど同じで、全体として環境局さんが里山

として管理されているということですので、あまり今回解除されるものと違いはないのかなと

思います。今後、解除されたときには同じような扱いで、解除後は公共施設として市が買取る

ということなのでしょうか。 

◎都市計画課長【田口貴之君】  まず生産緑地に指定されている４３３番についてですけれど

も、市が買うというのは予定しておりません。４３５番のように東京都が買う可能性はありま

すけれども、現時点ではそのあたりは明らかになっておりません。 

◎第１６番【長堀嘉一君】  分かりました。 

◎会長【村尾公一君】  ほかに御発言ございますでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

◎会長【村尾公一君】  ほかに御発言もないようですので、ただいまの案件についてお諮りい

たします。表決の方法は、審議会運営基準第２１の規定により、挙手といたします。 

 諮問第３号八王子都市計画生産緑地地区の変更について、原案を適当なものと認める方の挙

手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎会長【村尾公一君】  挙手全員であります。よって、本案件につきましては、原案を適当な

ものと認める答申をすることに決定いたします。 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

◎会長【村尾公一君】  これをもちまして、本日の会議を閉会いたします。最後に事務局より
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連絡がございます。 

◎【事務局】  本日は、審議会の進行に御協力いただきありがとうございました。次回の審議

会は来年２月上旬を予定しております。引き続き、御協力をお願いいたします。以上です。 

◎会長【村尾公一君】  どうも御苦労様でした。 

 

〔午後２時１７分閉会〕 

 


